
設備容量 契約電力 受電電圧 非常用発電装置 太陽電池設備
(kVA) (kW) (V) 容量（ｋW） 容量（ｋW）

1 総務課 南那須庁舎 250 109 6600 - ※１ ※２ 那須烏山市 大金240

2 健康福祉課 保健福祉センター 750 171 6600 48 12 ※１ ※２ 那須烏山市田野倉85-1

3 こども課 なすからこども園 175 45 6600 - ※１ ※２ 那須烏山市東原50

4 学校教育課 荒川小学校 250 122 6600 - ※１ ※２ 那須烏山市 大金 135

5 学校教育課 江川小学校 375 72 6600 - 10 ※１ ※２ 那須烏山市 下川井1001

6 学校教育課 南那須中学校 300 112 6600 - 10 ※１ ※２ 那須烏山市 大金 285

7 学校教育課 学校給食センター 1200 442 6600 - ※１ ※２ 那須烏山市 大金120-1

8 生涯学習課 南那須公民館 130 49 6600 - ※１ ※２ 那須烏山市 岩子 6-1

9 生涯学習課 緑地運動公園 520 158 6600 - ※１ ※２ 那須烏山市 藤田 1181-85

計

【見積条件】
①※１・２　絶縁監視装置の設置があるときの点検周期は、月次点検については隔月１回以上、年次点検については年１回以上とする。
②委託料については、電気事業法に定められた点検基準に基づく「月次点検、年次点検及び電気事故発生時の事故応動費用」を含むものとする。
③太陽電池設備がある施設については、電気事業法に定められた「自主点検の範囲内での動作確認費用を上記②に加え計上」するものとする。
④点検完了後は、速やかに点検報告書を作成し、「所管課」へ提出すること。

自家用電気工作物等保安管理業務委託その２　仕様書

Ｎｏ 所管課 施設名 絶縁監視 点検周期


